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第６ 特別加入 
 

１．特別加入制度の概要 
労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度なので、労働者でない者（例え

ば事業主、自営業者、家族従事者等）の災害は、本来ならば労災保険による保護の対象にはなりませ

ん。また、労災保険法の適用については、法律の適用原則として属地主義がとられているので、海外

の事業場に派遣された者の災害は、日本国内の労災保険の保護の対象にならないとされています。 

しかしながら、中小事業主、自営業者、家族従事者などの中には、作業の実態や災害の発生状況な

どからみて、労働者に準じて保護するにふさわしい者がいます。また、海外の事業場に派遣された者

についても、海外の保険制度の適用範囲や給付内容が十分でないために、わが国の労災保険による保

護が必要な者がいます。 

そこで、これらの者に対しても、制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意に加入すること

を認め、一定の要件を満たす災害について、保険給付を行うことしています。これを労災保険の特別

加入制度といいます。 

 

２．特別加入者の種類 
（１）中小事業主等（第１種）の特別加入 

ア 特別加入の範囲（労災法第 33 条第 1 号及び第 2 号） 

中小事業主等とは、次の表に定める労働者を常時使用する事業主（事業主が法人その他の団体で

あるときは、その代表者）及び労働者以外でその事業に状態として従事している家族従事者や、中

小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など）を言います。 

 

   【別表１】 中小事業と認められる規模（労働者災害補償保険法施行規則（以下、「労災則」と 

いう。）第 46 条の 16） 

業種 金融業・保険業・

不動産業・小売業 

卸売業 

サービス業 

左記以外の業種 

労働者数 ５０人以下 １００人以下 ３００人以下 

なお、継続的に労働者を使用しない場合であっても、1 年間に 100 日以上労働者を使用する 

ことが見込まれる場合には、常時労働者を使用しているものとして扱われます。 

 

イ 特別加入するための要件 

（ア）労働保険の保険関係が成立していること 

（イ）労働保険事務組合への委託 

保険関係が成立しているということは、労働者を雇用しているということです。確定保険料を

算出する時点で、使用労働者数がゼロになった場合は、特別加入の前提条件である保険関係が消

滅します。基本的には特別加入者のみで保険関係を継続することはできませんから、このような

状態で特別加入をしていても労災給付ができなくなる可能性があります。新年度においても保

険関係を継続する場合は、労働者を雇用する見込があるか否かを十分に確認ください。雇用見込

が無い場合は概算から委託解除の処理を行ってください。 
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ウ 特別加入の申請 

特別加入の申請をするには、労働保険事務組合（以下「事務組合」という）を通じて「特別加入

申請書（中小企業主等）」（様式第 34 号の 7）を所轄の監督署長を経由して労働局長に提出し、そ

の承認を受けなければなりません。申請に対する労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から起

算して 30 日の範囲内において申請者が特別加入を希望する日を承認年月日とします。 

    

エ 特別加入に関する変更の手続き 

特別加入の承認があった後、次の事項に変更がある場合は「特別加入に関する変更届」（様式第

34 号の 8、P96 参照）を提出する必要があります。申請に対する労働局長の承認は、当該申請の

日の翌日から起算して 30 日の範囲内において申請者が特別加入を希望する日を承認年月日とし

ます。 

    ア 特別加入者の氏名、業務内容などに変更があったとき 

    イ 新たに事業主となった者がいるとき又は新たに事業に従事することになったものがいる

場合 

    ウ 事業主又は事業主の行う事業に従事する者でなくなったとき 

事業主の脱退の「異動日」は、変更届を提出された日の翌日から３０日以内の希望する日になり

ます。 

  

オ 特別加入の脱退 

（ア）脱退による消滅 

特別加入の承認を受けた者は、政府の承認を受ければいつでも脱退することができます。この

脱退の申請は、事業単位で包括して行います。脱退の申請は「特別加入脱退申請書」（様式第 34

号の 8）を、監督署経由して労働局長に提出する必要があります。 

申請に対する労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して 30 日の範囲内において申

請者が特別加入を希望する日を承認年月日とします。なお、遡っての脱退は認められません。 

（イ）自動的に消滅する場合 

中小事業主等の特別加入は、その使用する労働者について成立している保険関係が前提とし

て認められるものです。したがって、当該保険関係が消滅した場合は、その日に特別加入者の地

位も消滅します。また、事務組合への事務委託を解除した場合も、自動消滅します。 

 

（２）一人親方等（第２種）の特別加入 
ア 特別加入の範囲（労災法第 33 条第 3 号及び第 4 号） 

労働者を使用しない（労働者を使用する日の合計が、年間１００日未満となることが見込まれる

者）で事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する者（以下

「一人親方等」という）のうち、次の種類の事業を行う者が特別加入できます。 

（ア）自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を

使用して行う貨物の運送の事業を行う者（個人タクシー業者や個人貨物運送業者等） 

（イ）建設の事業を行う者（大工、左官、とびの者等） 



87 
 

（ウ）漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者（下記キの者を除き、漁船に乗り込んでその事

業を行う者に限ります。） 

（エ）林業の事業を行う者 

（オ）医薬品の配置販売（薬事法第 30 条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。） 

（カ）再利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う者 

（キ）船員法第 1 条に規定する船員が実施する事業を行う者 

（ク）柔道整復師法 2 条に規定する柔道整復師の事業を行う者 

（ケ）創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者 

（コ）あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第１条に規定する免許に基づき

事業を行う者 

（サ）歯科技工士法第 2 条に規定する歯科技工士 

 

イ 特別加入するための要件 

一人親方等として特別加入するためには「一人親方等の団体」を単位として申請し、承認を受

ける必要があります。 

一人親方等の特別加入は、一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保

険の適用を行うこととなりますが、この一人親方等の団体として認められるためには、次の要件

を満たすことが必要です。 

   （ア）一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること 

   （イ）構成員である範囲、構成員である地位の得喪の手続などが明確であること 

   （ウ）その団体の定款などに規定された事業内容から見て労災保険事務の処理が可能であること 

   （エ）その団体の事務体制、財務内容などから見て労災保険事務を確実に処理する能力があること 

   （オ）その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として、別表（P88 参照）に定める 

区域に相当する区域を超えないものであること 

 

ウ 特別加入の申請 

特別加入の申請をするには、一人親方団体を通じて「特別加入申請書（一人親方等）」（様式第 34

号の 10）を所轄の監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。

申請に対する労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して 30 日の範囲内において申請者

が特別加入を希望する日を承認年月日とします。 

 

エ 特別加入に関する変更の手続き 

特別加入の承認があった後、次の事項に変更がある場合は「特別加入に関する変更届」（様式第

34 号の 8、P96 参照）を提出する必要があります。申請に対する労働局長の承認は、当該申請の

日の翌日から起算して 30 日の範囲内において申請者が特別加入を希望する日を承認年月日とし

ます。 

（ア）特別加入者の氏名、業務内容などに変更があったとき 

（イ）新たに一人親方又は特定作業従事者として特別加入を希望する者がいるとき 
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（ウ）すでに特別加入の承認を受けている者の一部が特別加入者としての要件にあてはまらなくな

ったとき 
 

オ 特別加入の脱退 

特別加入の承認を受けた者は、政府の承認を受ければいつでも脱退することができます。この脱

退の申請は、事業単位で包括して行います。脱退の申請は「特別加入脱退申請書」（様式第 34 号

の 8）を、監督署経由して労働局長に提出する必要があります。 

申請に対する労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して 30 日の範囲内において申請

者が特別加入を希望する日を承認年月日とします。 

 

   P87 の別表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ※災害防止について、一定の要件を満たした場合、区域を超えて事務処理を行うことができます。 

             詳しくは労働局へお問い合わせください。 
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 （３）特定作業従事者（第２種）の特別加入 
ア 特別加入の範囲 

特定作業従事者とは、次の作業に従事する者です。（労災法第 33 条第 5 号） 

（ア）特定農作業従事者 

（イ）指定農業機械作業従事者 

（ウ）職場適応訓練従事者 

（エ）事業主団体等委託訓練従事者 

（オ）家内労働者当特定従事者 

（カ）労働組合等の常勤職員 

（キ）介護作業従事者及び家事支援従事者 

（ク）芸能関係作業従事者 

（ケ）アニメーション制作作業従事者 

（コ）IT フリーランス 

  

イ 特別加入するための要件 

前記（２）イ 一人親方等（第２種）の「特別加入するための要件」と同様です。 

ウからオについても同様。 

 

（４）海外派遣者（第３種）の特別加入 
ア 特別加入の範囲（労災法第 33 条第 6 号及び第 7 号） 

（ア）国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業（有期事業を除く）を行う

団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する労働者 

（イ）日本国内で行われる事業（有期事業を除く）から派遣されて、海外支店、工場、建設工事、

現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者 

（ウ）日本国内で行われる事業（有期事業を除く）から派遣されて、海外にある別表１（P85 参

照）に定める労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の者 

 

（注） 派遣される事業の規模の判断については、各国ごとに、かつ企業を単位として判断しま

す。例えば、日本に本社があって海外に事業場をもつ企業の場合には、日本国内の労働者

も含めると総数では別表１（P85 参照）の規模を超える場合であっても、派遣先のそれぞ

れの国ごとに企業を単位として別表１の規模以内であれば特別加入することができます。 

 

 イ 特別加入するための要件 

派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業（有期事業を除く）について、

労災保険の保険関係が成立していること及び日本国内の事業で労働者であることが必要です。

なお、派遣先の事業については有期事業も含まれます。 
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ウ 特別加入の申請 

特別加入の申請をするには、事務組合を通じて「特別加入申請書」（海外派遣者）（様式第 34

号の 11）を所轄の監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けなければなりません。

申請に対する労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して 30 日の範囲内において申

請者が特別加入を希望する日を承認年月日とします。 

 

エ 特別加入に関する変更の手続き 

特別加入の承認があった後、次の事項に変更がある場合は「特別加入に関する変更届」（様式

第 34 号の 12）を提出する必要があります。申請に対する労働局長の承認は、当該申請の日の

翌日から起算して 30 日の範囲内において申請者が特別加入を希望する日を承認年月日としま

す。 

（ア）特別加入者の氏名、業務内容などに変更があったとき 

（イ）派遣先の事業場の名称や所在地が変わったとき 

（ウ）派遣する国が変わったとき 

（エ）労働者として派遣されていた者が中小事業の代表者などに就任したとき 

（オ）中小事業の代表者などとして派遣されていた者が労働者となったとき 

（カ）新たに海外派遣者となった者を追加して特別加入させるとき 

（キ）帰国等により派遣先の事業に従事しなくなり、特別加入者の資格を失った者がいるとき 

※エ（カ）の場合、「海外派遣に関する報告書」を提出いただいておりましたが、令和 2 年 4

月 1 日以降、提出する必要がなくなりました。 

 

 オ 特別加入の脱退 

特別加入の承認を受けた者は、政府の承認を受ければいつでも脱退することができます。

この脱退の申請は、事業単位で包括して行います。脱退の申請は「特別加入脱退申請書」（様

式第 34 号の 12）を、監督署経由して労働局長に提出する必要があります。 

申請に対する労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から起算して 30 日の範囲内におい

て申請者が特別加入を希望する日を承認年月日とします。なお、遡っての脱退は認められま

せん。 

 

※海外派遣と海外出張の区別 

 

海外派遣者 

海外の事業場に所属して、海外の事業場の

使用者の指揮に従って勤務する者 

特別加入の手続を行って

いなければ、労災保険によ

る給付が受けられない。 

 

海外出張者 

単に労働の提供の場が海外にあるにすぎ

ず、国内の事業場に所属し、当該事業場の

使用者の指揮に従って勤務する者 

手続不要。その者が所属す

る事業場の労災保険によ

り給付を受けられる。 
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３．特別加入者の給付基礎日額と労災保険料 
 

（１）給付基礎日額 
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。労働者の場合には賃金を

もとに算出しますが、中小事業主等の場合には「賃金」という概念がないので、特別加入者の所得

水準等に見合った額を賃金とみなして給付基礎日額のなかから選び、承認を受けます。 

給付基礎日額は、①前年度３月２日～３月３１日の間、又は、②年度更新期間中（６月１日から

７月１０日までの間）に変更の申請を行うことができます。ただし、②年度更新期間中については、

４月１日から申請日までに災害発生のあった場合は、変更できません。また、同じ特別加入者につ

いて、３月に変更後、再度、年度更新時に変更することはできません。 

 

◇提出書類 

 中小事業主等 一人親方等 海外派遣 

３／２～３／３１の間 「給付基礎日額変更申請書」 

年度更新期間中 

（６／１～７／１０） 

「給付基礎日額変更

申請書」又は「保険料

申告書内訳」 

「給付基礎日額変更

申請書」 

「給付基礎日額変更

申請書」又は「第３種

特別加入保険料申告

内訳名簿」 

 

（２）労災保険料 

ア 中小事業主等（第１種）特別加入者の労災保険料については、保険料算定基礎額 

（給付基礎日額に 365 を乗じたもの）にそれぞれの事業に定められた保険料率 

◇特別加入保険料算定基礎額表 

給付基礎日額Ａ 保険料算定基礎額Ｂ 
＝Ａ×３６５日 

特例による 1/12 の額 

２５，０００円 ９，１２５，０００円 ７６０，４１７円 
２４，０００円 ８，７６０，０００円 ７３０，０００円 
２２，０００円 ８，０３０，０００円 ６６９，１６７円 
２０，０００円 ７，３００，０００円 ６０８，３３４円 
１８，０００円 ６，５７０，０００円 ５４７，５００円 
１６，０００円 ５，８４０，０００円 ４８６，６６７円 
１４，０００円 ５，１１０，０００円 ４２５，８３４円 
１２，０００円 ４，３８０，０００円 ３６５，０００円 
１０，０００円 ３，６５０，０００円 ３０４，１６７円 
９，０００円 ３，２８５，０００円 ２７３，７５０円 
８，０００円 ２，９２０，０００円 ２４３，３３４円 
７，０００円 ２，５５５，０００円 ２１２，９１７円 
６，０００円 ２，１９０，０００円 １８２，５００円 
５，０００円 １，８２５，０００円 １５２，０８４円 
４，０００円 １，４６０，０００円 １２１，６６７円 
３，５００円 １，２７７，５００円 １０６，４５９円 
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【別表２】一人親方等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【別表３】特定作業従事者等 
 

 
 

  

特 別 加 入 の 種 類 料  率 

自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機

付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 
１１／１０００ 

建設の事業 １７／１０００ 

漁船による水産動植物の採捕の事業 ４５／１０００ 

林業の事業 ５２／１０００ 

医薬品の配置販売の事業   ６／１０００ 

再生利用の目的となる廃棄物の収集、運搬、選別、解体等の事業 １４／１０００ 

船員法第１条に規定する船員が行う事業 ４８／１０００ 

柔道整復師の事業  ３／１０００ 

創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業  ３／１０００ 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師  ３／１０００ 

歯科技工士  ３／１０００ 

特定フリーランス ３／１０００ 

特 別 加 入 の 種 類 料   率 

特定農作業従事者 ９／１０００ 

指定農業機械作業従事者 ３／１０００ 

職場適応訓練従事者 ３／１０００ 

事業主団体等委託訓練従事者 ３／１０００ 

家 
 
内 
 
労 
 
働 
 
者 
 
等 

プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤又はフラ

イス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工 
１４／１０００ 

研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研磨又は溶融し

た鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼もどしの作業であって、金

属製洋食器、刃物、バルブ又はコックの製造又は加工に係るもの 
１４／１０００ 

有期溶剤等を用いて行う作業であって、化学物質製、皮製若しくは布

製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ、若しくはミット又は木

製合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの 
５／１０００ 

粉じん作業又は鉛化合物を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは

鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施

釉若しくは絵付けを行った物の焼成の作業であって陶磁器の製造に

係るもの 

１７／１０００ 

動力により駆動される合紙機、撚糸機又は織機を使用して行う作業 ３／１０００ 

木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の

織機の製造又は加工に係るもの 
１８／１０００ 

労働組合等常勤役員 ３／１０００ 

介護作業従事者及び家事支援従事者 ５／１０００ 

芸能関係作業従事者 ３／１０００ 

アニメーション制作作業従事者 ３／１０００ 

IT フリーランス ３／１０００ 
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４ 特別加入者の加入時健康診断 
 

（１）特別加入前に健康診断が必要な場合 
特別加入を希望する中小事業主等及び一人親方等のうち、表中の特別加入予定の業務にそれぞれ

の従事期間を超えて従事したことがある場合には、特別加入前に健康診断を受ける必要があります。 

  
 
特別加入予定の業務の種類 

特別加入前に左記の業務に従事し

た期間（通算期間） 

粉じん作業を行う業務 ３ 年 

振動工具使用の業務 １ 年 

鉛業務 ６か月 

有期溶剤業務 ６か月 

 

（２） 健康診断が必要な場合の手続き 
ア 特別加入を希望する中小事業主等で特別加入前に健康診断が必要な場合には、事務組合を通じ

て、初めに「特別加入健康診断申出書」（特診様式第 7 号、以下「申出書」という。P99 参照）

を監督署に提出します。 

イ 「申出書」の業務歴等から判断して健康診断が必要であると認められる者（以下、「健診対象

者」という）に対しては、監督署から「特別加入健康診断指示書」（特診様式第 5 号、以下「指

示書」という）及び「特別加入時健康診断実施依頼書」（特診様式第 6 号、以下「依頼書」とい

う）が交付されます。 

健診対象者は、指示書に記載された期間内に労働局長が委託した医療機関又は健康診断機関

（以下「診断実施機関」という。）の中から健康診断を受けてください。また、受診する際には依

頼書を当該診断受診機関に提出してください。 

この健康診断に要する費用は国で負担しますが、受診のために要した交通費等は、自己負担と

なります。 

ウ 健康診断を受けた者は、当該診断受診機関から健康診断証明書を受け取り、申請書を監督署に

提出する際に添付してください。じん肺の健康診断を受けた場合には、じん肺の所見がないと認

められた場合を除き、エックス線写真の添付が必要となります。 

エ 申出書は、申請書と同時に監督署に提出することもできます。この場合には、健康診断受診後、

速やかに健康診断証明書を監督署に提出してください。 

オ すでに特別加入を承認されている事業において、新たに事業主となった者、又は事業に従事す

ることとなった者のうち健康診断が必要な者は、申出書を監督署に提出し指示書及び依頼書が交

付された後、健康診断を受診し、変更届にその健康診断証明書を添付して提出してください。 

（注） 健康診断書を提出しなかったり、あるいは、業務の内容、業務歴等について虚偽の申告を行

った場合には、特別加入の申請を行っても承認されなかったり、保険給付が受けられない場合

がありますので、注意してください。 
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 （３）特別加入が制限される場合 
   加入時健康診断を受けた結果、次の場合には特別加入が制限されます。 

ア 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が一般的に就労するこ

とが困難であって、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する内容にかか

わらず特別加入は認められません。 

イ 特別加入予定者がすでに疾病にかかっており、その症状又は障害の程度が当該業務からの転換

を必要とすると認められる場合には、当該業務以外の業務についてのみ特別加入が認められる

こととなります。 

 

◇中小事業主等の特別加入の必要書類及び労働保険料算定月数 

※3 月 31 日で全員脱退を希望する時または 4 月 1 日から新規（追加）加入の希望の時は、3 月 1 日 

から 3 月 31 までに上記書類を提出してください。 

※他の事務組合への委託換えの場合は、新たに加入手続きが必要になります。 

 

 

 

 

 

 特別加入者の異動等 届出必要書類 労働保険料算定月数 

 

 

加 

 
入 

新規委託により特別加入をするとき 特別加入申請書 

（中小事業主等） 

≪様式第 34 号の 7≫ 

 

 

承認（希望）日の属す

る月より算定 

委託換えにより特別加入をするとき 

既に委託している事業で新規に 

特別加入をするとき 

既に特別加入者がいる事業で 

特別加入者を追加するとき 

特別加入に関する変更届 

（中小事業主等及び一人親方等） 

≪様式第 34 号の 8≫ 

脱 

 

退 

      

 

 

したとき 

特別加入脱退申請書 

（中小事業主等及び一人親方等） 

≪様式第 34 号の 8≫ 

 

委託解除日の属する

月まで算定 

委託途中 
全員脱退したとき  

 

特別加入に関する変更届 

（中小事業主等及び一人親方等） 

≪様式第 34 号の 8≫ 

変更届の異動年月日

の属する月まで算定 一部脱退したとき 

変 

 
更 

すでに特別加入している者で承認内

容に変更があったとき 

 ・氏名 

 ・事業主（代表者）との関係 

 ・業務内容 

 ・使用労働者の所定労働時間 

 

 

― 

事業廃止 

個別加入 

委託換え 

委託解除 
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 ○特別加入申請書（中小企業主等）の記入例 
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○特別加入変更届（中小事業主及び一人親方等）の記入例 
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○特別加入申請書（海外派遣者）の記入例 
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○給付基礎日額変更申請書の記入例 
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○加入時健康診断の記入例 

 

 

  


